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健全化判断比率等について 

 

１ 財政の健全性を判断するための指標 

（１）健全化判断比率 

ア 実質赤字比率 

一般会計等の実質的赤字の程度を示す比率 

 

実質赤字比率（％） ＝ 
一般会計等の実質赤字額  

標準財政規模 

※標準財政規模＝市税収入額(目的税を除く)と国から交付される地方消費税交付金等に普通交付税と

臨時財政対策債発行可能額を加えた額で、一般財源の規模を示します。 

 

イ 連結実質赤字比率 

一般会計等及び公営事業会計全体の実質的赤字の程度を示す比率 

 

連結実質赤字比率（％） ＝ 
連結実質赤字額  

 

 標準財政規模 

 

ウ 実質公債費比率 

一般会計等が負担する公債費及び公債費に準じた経費の程度を示す比率 

 

 

実質公債費比率（％）＝ 

(３ヵ年平均) 

(地方債の元利償還金＋準元利償還金) － 算入公債費等  

 

 標準財政規模 － 算入公債費等 

※準元利償還金＝特別会計等の公債費に対する繰出金、債務負担行為（土地・建物等に係るもの）の 

支出額等です。 

※算入公債費等＝地方債に係る元利償還金及び準元利償還金に要する経費として、普通交付税の額の算

定に用いる基準財政需要額に算入された額です。 

 

エ 将来負担比率 

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の程度を示す比率 

 

将来負担比率(％)  ＝ 
将来負担額 － 充当可能財源等  

 

 標準財政規模 － 算入公債費等 

※将来負担額＝地方債現在高、債務負担行為（土地・建物等に係るもの）の支出予定額、特別会計等の

公債費に対する繰出見込額、退職手当支給予定額及び設立法人に対する負担見込額の合

計です。 
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（２）資金不足比率 

公営企業会計を対象とした資金不足額の事業規模に対する比率 

 

資金不足比率（％）＝ 
資金の不足額  

 

 事業の規模 

※資金の不足額＝法適用の会計では、流動負債等が流動資産を超えた場合のその超えた額です。 

法非適用の会計では、実質赤字の額です。 

 

２ 早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準 

（１）早期健全化基準 

健全化判断比率が国の定めた「早期健全化基準」以上になった場合は、自主的な改善

努力による財政健全化を図るため、「財政健全化計画」の策定が義務付けられます。 

計画策定に当たっては、①外部監査の義務づけ、②議会の議決、③公表及び県への報

告が必要となります。また、毎年度、④実施状況の議会報告、公表、県への報告などを行

うこととされています。 

 

（２）財政再生基準 

健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率のいずれか

が国の定めた「財政再生基準」以上になった場合は、自主的な財政健全化は困難とみなさ

れ、国等の関与による確実な財政再生を図るために「財政再生計画」の策定が義務付けら

れます。 

この計画の内容や策定に必要な手続きは上記（１）とほぼ同様ですが、一定の国の関与

や地方債の起債制限等の措置が講じられます。 

 

（３）経営健全化基準 

公営企業における「早期健全化基準」にあたり、公営企業の資金不足比率が、国の定め

た「経営健全化基準」以上になった場合は、公営企業ごとに「経営健全化計画」の策定が

義務付けられます。 

この計画の内容や策定に必要な手続きは上記（１）とほぼ同様です。 
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３ 小田原市の令和６年度決算に基づく健全化判断比率等 

 

（１）健全化判断比率 

 

健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、赤字が生じないため算定

されず、また、実質公債費比率と将来負担比率は、いずれも早期健全化基準を下回りました。 

 

 （単位：％） 

比 率 区 分 健全化判断比率 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 － 11.42 20.00 

連結実質赤字比率 － 16.42 30.00 

実質公債費比率 4.3 25.0 35.0 

将来負担比率 43.1 350.0  

 

 

ア 実質赤字比率 

一般会計等の実質収支額は黒字であることから、実質赤字比率は算定されません。 

 

《一般会計等の実質収支額》                   （単位：千円） 

会計区分 実質収支額 

一般会計 3,409,474 

公共用地先行取得事業特別会計 0 

広域消防事業特別会計 0 

小田原地下街事業特別会計 5,053 

一般会計等の実質収支額 3,414,527 
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イ 連結実質赤字比率 

一般会計等及び特別会計・企業会計の連結実質収支額が黒字であることから、連結実質

赤字比率は算定されません。 

 

《連結実質収支額》                       （単位：千円） 

会計区分 実質収支額 

一般会計等の実質収支額 3,414,527 

特別会計の実質収支額 827,154 

 競輪事業特別会計 432,725 

 国民健康保険事業特別会計 38,797 

 国民健康保険診療施設事業特別会計 2,469 

 介護保険事業特別会計 267,178 

 後期高齢者医療事業特別会計 85,985 

公営企業会計の資金不足額・剰余額 17,546,592 

 水道事業会計 3,283,852 

 病院事業会計 12,212,923 

 下水道事業会計 2,005,584 

 小田原城天守閣事業特別会計 34,715 

 公設地方卸売市場事業特別会計 9,518 

全会計の連結実質収支額 21,788,273 

 

 

 

ウ 実質公債費比率 

実質公債費比率は 4.3％で、令和５年度決算に基づく比率（令和３年度から 令和

５年度の３ヵ年平均値）3.3％から 1.0ポイント増加しています。 

令和６年度単年度は、5.26％で令和５年度単年度と比べて 1.12ポイント増加しました。

これは分母となる標準財政規模の増加以上に、分子（主に地方債の元利償還金の増）が増

加したことによるものです。 
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《実質公債費比率の算定の内訳》                    （単位：千円） 

区 分 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

地方債の元利償還金・準元利償還金 

の合計（ア） 
5,451,512 5,698,629 6,027,199 

 
地方債の元利償還金 4,068,668 4,348,779 4,583,819 

準元利償還金 1,382,844 1,349,850 1,443,380 

基準財政需要額に算入された公債費 

・準公債費（イ） 
4,161,548 4,202,257 4,065,686 

標準財政規模（ウ） 39,750,796 40,382,203 41,332,666 

単年度数値（エ）＝（ア－イ）／（ウ－イ） 
① 

3.6％ 

② 

4.1％ 

③ 

5.3％ 

３ヵ年平均値 

（オ）＝（エの①＋②＋③）／ 3 
 4.3％  

 

 

エ 将来負担比率 

将来負担比率は 43.1％で、令和５年度決算に基づく比率 38.4％から 4.7ポイント増加

しています。これは充当可能財源等（主に基準財政需要額算入見込額など）が減少したこ

と等により、分子が増加したことによるものです。 

 

《将来負担比率の算定の内訳》                    （単位：千円） 

区 分 金 額 

将来負担額の合計 …(ア) 94,719,528  

 一般会計等に係る地方債の現在高 57,624,186  

 債務負担行為に基づく支出予定額 2,042,224  

 公営企業債等に充当される一般会計からの繰入見込額 23,812,095  

 退職手当支給予定額に係る一般会計等の負担見込額 11,241,023  

将来負担額に対する充当可能財源等の合計 …(イ) 78,636,127  

 地方債の償還等に充当可能な基金残高の合計額 9,783,964  

 地方債の償還等に充当可能な特定の収入 22,210,855  

 地方債の償還等経費として基準財政需要額に算入される見込額 

 

46,641,308  

標準財政規模 …(ウ) 41,332,666  

地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額 …(エ) 4,065,686  

将来負担比率 (ア－イ) ／ (ウ－エ) 43.1％  
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（２）公営企業の資金不足比率 

公営企業の資金不足比率も、資金不足を生じた公営企業はないので、算定されません。 

 

                                （単位：％） 

会 計 の 名 称 資金不足比率 経営健全化基準 

水道事業会計 －  

病院事業会計 －  

下水道事業会計 － 20 

小田原城天守閣事業特別会計 －  

公設地方卸売市場事業特別会計 －  

 

  《各公営企業の資金剰余額》                     （単位：千円） 

会計区分 資金剰余額 

水道事業会計 3,283,852 

病院事業会計 12,212,923 

下水道事業会計 2,005,584 

小田原城天守閣事業特別会計 34,715 

公設地方卸売市場事業特別会計 9,518 
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公共用地先行取得事業

広域消防事業

小田原地下街事業

競輪事業

国民健康保険事業

国民健康保険診療施設事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

水道事業

病院事業

下水道事業

小田原城天守閣事業

公設地方卸売市場事業

＜ 参 考 ＞　健全化判断比率等の対象範囲
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